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近
世
以
降
、
教
派
修
験
道
本
山
派
の
本
山
と
な
る
聖
護
院
と
熊
野
三
山
と

の
関
係
は
、
白
河
上
皇
の
最
初
の
熊
野
御
幸
に
あ
た
っ
て
先
達
を
勤
め
た
園

城
寺
の
増
誉
が
、
寛
治
四
二
○
九
○
）
年
、
そ
の
功
に
よ
っ
て
熊
野
三
山

検
校
に
補
せ
ら
れ
た
際
、
洛
東
に
聖
体
護
持
の
一
寺
聖
護
院
を
賜
わ
っ
て
以

来
の
こ
と
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
聖
護
院
門
跡
が
熊
野
三
山
検
校
職
を
独
占
す
る
よ
う
に
な
る
の

は
、
鎌
倉
時
代
の
中
期
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
政
治
・
経
済
等
の
俗

権
は
熊
野
別
当
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
、
三
山
検
校
に
ゆ
ず
ら
れ
た
宗
教
上
の

教
権
も
、
実
質
的
に
は
別
当
の
も
の
で
あ
っ
㎡
｝

室
町
時
代
に
入
っ
て
、
先
の
伝
が
定
着
し
は
じ
め
、
聖
護
院
門
跡
の
支
配

が
慣
例
視
さ
れ
て
く
る
が
、
な
お
か
つ
三
山
検
校
職
は
常
住
方
た
る
社
僧
大

衆
検
断
を
掌
る
本
来
の
形
態
を
残
し
、
地
方
の
熊
野
山
伏
結
合
体
に
対
す
る

（
２
）

支
配
権
を
直
接
に
も
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
老
』
え
ら
れ
る
。

各
地
方
に
お
け
る
山
伏
個
々
の
勢
力
は
、
具
体
的
に
は
、
そ
の
所
有
す
る

旦
那
の
質
と
旦
那
場
の
量
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
聖
護
院
門
跡
が

聖
護
院
系
教
派
修
験
道
成
立
の
過
程
（
新
城
）

聖
護
院
系
教
派
修
験
道
成
立
の
過
程

は
じ
め
に

熊
野
山
伏
の
支
配
権
を
実
質
的
に
掌
握
し
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の

は
、
旦
那
契
約
の
得
分
管
理
権
と
一
定
地
域
内
の
平
山
伏
の
支
配
権
を
も
つ

先
達
職
お
よ
び
年
行
事
職
の
補
任
権
を
全
国
的
に
掌
中
に
し
た
と
き
と
い
え

よ
う
。
一
般
的
に
は
、
い
わ
ゆ
る
本
山
派
修
験
道
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
段

階
を
室
町
中
期
と
し
、
先
達
職
・
年
行
事
職
補
任
の
聖
門
の
御
教
書
が
盛
ん

（
３
）

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
文
明
期
以
降
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）

時
に
例
外
は
あ
る
が
、
聖
護
院
門
跡
が
、
上
記
の
よ
う
に
熊
野
三
山
検
校

と
し
て
三
山
お
よ
び
諸
国
の
熊
野
山
伏
支
配
権
を
確
得
す
る
に
至
る
ま
で
に

は
、
種
々
の
問
題
が
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推
測
で
き
る
。
こ
こ
で
は

次
の
二
点
に
限
っ
て
触
れ
て
ふ
た
い
。

第
一
の
点
は
、
教
派
成
立
の
前
提
と
な
る
熊
野
山
伏
の
結
束
度
の
推
移
、

第
二
に
は
、
実
質
的
な
教
権
お
よ
び
俗
権
の
熊
野
三
山
か
ら
聖
護
院
門
跡
へ

の
移
行
と
い
う
、
い
わ
ば
組
織
体
と
い
う
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
底
辺
と
頂
点
を
為

す
部
分
の
形
成
を
、
問
題
点
と
し
て
と
り
あ
げ
た
い
と
思
う
。

前
者
に
つ
い
て
は
、
鎌
倉
末
期
に
は
「
熊
野
側
山
伏
衆
群
結
束
の
可
能

性
」
が
ふ
ら
れ
、
宝
徳
期
二
四
○
○
年
代
中
葉
に
は
「
結
合
体
的
に
連
絡

融
通
し
た
形
勢
」
が
認
め
ら
れ
、
さ
ら
に
明
応
年
間
に
至
っ
て
「
聖
門
山
伏

新
城
美
恵
子

一

一

￣
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－
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熊
野
山
伏
の
結
束
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
見
ら
れ
、
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い

っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
前
に
簡
単
に
触
れ
た
が
、
熊
野
側
山
伏
衆

群
の
結
束
ｌ
蝦
結
合
体
Ｉ
↓
聖
門
下
山
伏
と
す
る
大
筋
に
お
い
て
は
、
和
歌

森
氏
の
説
に
異
存
は
な
い
。
し
か
し
、
の
ち
に
述
べ
る
第
二
の
問
題
点
と
な

る
熊
野
三
山
の
役
割
に
も
注
目
し
な
が
ら
、
私
な
り
の
見
解
を
の
べ
て
攻
た

い
と
思
う
。

『
成
費
堂
文
庫
文
書
』
弘
安
十
一
（
一
二
八
八
）
年
正
月
五
日
付
の
熊
野

結
合
体
」
す
な
わ
ち
聖
護
院
中
心
教
派
の
成
立
を
認
め
得
る
と
す
る
和
歌
森

太
郎
氏
の
説
が
あ
り
、
以
後
ほ
ぼ
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
以
上
の
結

合
の
過
程
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
徴

証
で
き
る
具
体
的
な
史
料
が
な
い
こ
と
に
よ
り
、
「
か
え
っ
て
、
そ
の
推
移

の
順
調
、
円
満
に
不
断
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
」
と
い
う
推
論
が
行
な

（
５
）

わ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

第
二
の
点
に
つ
い
て
は
、
従
来
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
ひ
と
つ

に
は
、
前
者
と
同
様
に
具
体
的
か
つ
直
接
の
史
料
が
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ

る
。
が
、
何
よ
り
も
、
中
世
後
期
の
山
伏
の
歴
史
が
、
教
派
修
験
道
の
形
成

を
中
心
に
論
理
が
展
開
さ
れ
、
こ
と
に
聖
護
院
・
三
宝
院
の
両
者
を
頂
点
と

す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
山
伏
の
直
接
支
配
を
可
能
に
し
た
時
期
と
そ
の
実
態

に
、
問
題
点
が
置
か
れ
た
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
。
院
政
期
・
鎌

倉
期
を
通
し
て
、
熊
野
三
山
側
が
実
質
的
に
確
保
し
て
い
た
教
権
お
よ
び
俗

権
の
聖
護
院
側
へ
の
移
行
が
、
素
直
に
、
円
満
に
行
な
わ
れ
た
と
す
る
に

は
、
や
は
り
疑
問
が
伴
な
う
。

法
政
史
学
第
一
一
一
十
二
号

二
、
熊
野
山
伏
結
合
体
の
推
移
と
聖
護
院
門
跡

惣
公
文
所
良
遍
の
書
状
に
、

土
左
国
吾
橋
山
長
徳
寺
者
、
自
往
代
為
熊
野
権
現
之
御
敷
地
、
経
年
序

処
、
今
為
彼
所
地
頭
追
捕
坊
内
、
令
捜
取
所
従
牛
馬
以
下
米
穀
資
財
雑
具

之
条
、
為
先
代
未
聞
之
重
事
、
所
詮
於
院
主
円
経
者
、
先
令
安
堵
彼
所
、

如
元
可
令
全
天
長
地
久
国
吏
将
軍
家
長
日
御
勤
篭
｛
価
近
隣
山
臥
先
達

等
可
令
存
知
此
旨
之
由
、
依
満
山
之
衆
儀
之
状
如
件

と
あ
り
、
こ
の
文
書
を
以
て
和
歌
森
氏
は
鎌
倉
後
期
に
お
け
る
「
熊
野
側
山

伏
衆
群
結
束
の
可
能
性
」
が
あ
っ
た
と
ゑ
て
お
ら
れ
る
。

吾
橋
山
長
徳
寺
は
長
岡
郡
寺
内
の
吾
橋
庄
に
あ
り
、
同
庄
に
は
、
十
二
世

紀
ご
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
土
佐
国
内
に
お
け
る
熊
野
権
現
勧
請
の
、
も
っ
と
も

（
７
）

早
い
例
の
ひ
と
つ
で
あ
る
熊
野
王
子
社
が
あ
っ
た
。
一
別
の
文
書
中
に
見
え
る

よ
う
に
、
長
徳
寺
は
こ
の
熊
野
権
現
領
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
注
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
近
隣
山
伏
先
達
」
へ
結
束
を
う
な
が
し
、
長
徳

寺
を
通
じ
伝
達
さ
せ
た
主
体
は
、
熊
野
惣
公
文
所
で
あ
り
、
そ
の
決
議
は
熊

野
「
満
山
之
衆
儀
」
に
よ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
長
日
御
勤
」
を
全

う
す
る
と
い
う
教
権
上
の
名
目
は
た
て
ら
れ
る
が
、
内
容
は
俗
権
に
か
か
わ

る
こ
の
事
態
に
対
す
る
山
伏
衆
の
結
束
は
、
三
山
側
の
指
令
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
て
、
聖
護
院
に
は
か
か
わ
り
の
な
い
と
こ
ろ
で
行
な
わ
れ
て
い
る
。

和
歌
森
氏
が
次
の
段
階
で
あ
る
山
伏
が
「
結
合
体
的
に
連
絡
融
通
し
た
形

勢
」
の
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
た
史
料
は
、
そ
れ
か
ら
約
一
六
○
年
を
経
た
宝

徳
二
（
一
四
五
○
）
年
に
と
ぶ
。
『
康
富
記
」
同
年
七
月
十
九
日
の
条
に
、

和
泉
守
護
細
川
兵
部
少
輔
去
年
被
殊
山
臥
之
間
、
都
鄙
山
臥
楯
籠
新
熊
野

社
頭
、
呼
集
諸
国
山
臥
、
卒
大
勢
、
一
昨
日
可
押
寄
兵
部
少
輔
屋
形
、

蝉
Ｍ
繩
万
且
新
熊
野
神
輿
可
振
入
之
由
令
支
度
之
、
事
可
及
大
儀
之
間
、
目

一

一一

四
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（
息
ヵ
）

丘
〈
部
少
輔
方
被
出
下
手
人
、
両
人
、
又
科
貸
料
足
百
一
一
十
貫
田
地
、
塒
」
ハ
神

馬
等
出
之
、
被
懇
望
之
間
、
昨
日
属
無
為
云
々
、

と
あ
る
も
の
で
あ
る
。
同
氏
の
見
解
を
引
用
す
る
と
、
「
各
地
の
山
臥
衆
が

聖
門
直
属
と
も
見
ら
れ
る
新
熊
野
の
権
威
を
仲
介
と
し
て
、
結
合
体
的
に
連

絡
融
通
し
た
形
勢
を
糸
と
め
得
よ
う
。
す
な
わ
ち
諸
国
山
臥
が
危
機
に
お
け

る
結
束
の
中
心
地
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
こ
が
聖
門
直
属
た
る
権

威
に
お
い
て
強
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
の
権
威
を
仲
介
と
し
て
、
熊
野

（
８
）

寺
門
山
臥
衆
群
が
連
絡
融
通
し
た
」
と
い
う
ｊ
も
の
で
あ
る
。
新
熊
野
社
創
設

の
事
情
と
、
一
一
一
山
愉
桟
に
よ
る
新
熊
野
》
憧
仗
の
兼
帯
も
あ
る
こ
と
な
ど
か

ら
、
同
社
が
聖
門
直
属
あ
る
い
は
一
体
と
見
な
さ
れ
、
そ
の
果
し
た
役
割
の

重
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
勿
論
認
め
ら
れ
、
山
伏
結
合
体
の
成
立
も
認
め
得

ラ
Ｃ
Ｏこ
の
事
件
の
発
端
は
、
そ
の
前
年
の
宝
徳
元
年
に
和
泉
守
護
細
川
教
春
が

山
伏
を
殺
害
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
鎌
倉
末
期
か
ら
戦
国
期
に
か
け
て
山
伏

殺
害
の
事
件
は
所
々
に
見
ら
れ
、
当
時
の
彼
ら
の
政
治
的
・
武
力
的
な
性
格

の
一
端
を
示
す
も
の
と
受
取
れ
る
が
、
相
手
が
強
力
な
守
護
で
あ
っ
た
と
い

う
以
外
に
は
、
と
く
に
珍
し
い
事
件
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
事
が
大

磯
に
及
ぶ
こ
と
を
恐
れ
た
調
停
者
幕
府
は
、
下
手
人
二
人
を
差
出
さ
せ
た

上
、
科
怠
料
と
し
て
百
二
十
賞
の
田
地
十
六
町
と
他
に
神
馬
等
も
そ
え
、
細

川
方
に
一
方
的
に
謝
罪
さ
せ
た
と
い
う
こ
の
記
事
に
は
、
極
め
て
政
治
的
な

力
が
働
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
起
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

第
一
に
、
相
手
が
畿
内
の
有
力
守
護
で
あ
り
、
事
件
の
中
心
が
洛
中
に
あ

っ
た
こ
と
、
第
二
に
は
、
当
時
の
聖
門
護
院
門
主
義
観
と
、
将
軍
義
政
と
の

関
係
で
あ
る
。

聖
護
院
系
教
派
修
験
道
成
立
の
過
程
（
新
城
）

『
康
富
記
』
宝
徳
元
年
十
二
月
廿
一
日
の
条
に
、

後
日
承
、
聖
護
院
殿
新
御
門
主
、
鵬
鞆
澱
令
任
大
僧
都
給
、
件
宣
旨
廿
五

日
到
来
官
局
、
廿
六
日
持
参
宣
旨
、

と
ふ
え
、
義
観
は
将
軍
義
政
の
弟
で
、
門
主
に
な
っ
て
間
が
な
か
っ
た
。
義

政
も
同
年
四
月
に
将
軍
職
に
就
任
し
た
ば
か
り
で
、
そ
の
半
年
余
り
後
の
義

観
の
門
主
就
任
の
裏
に
は
、
義
政
の
後
立
て
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
、

従
っ
て
新
熊
野
・
山
伏
側
の
敗
北
は
、
間
接
的
に
は
義
政
・
義
観
の
力
の
不

足
と
受
取
ら
れ
る
恐
れ
が
あ
り
、
是
非
に
で
も
権
力
を
誇
示
す
る
必
要
が
あ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
し
、
新
熊
野
が
聖
門
直
属
な
い
し
一
体
的
な
存
在
に
あ
っ
た
と
し
て

も
、
同
時
に
聖
護
院
が
熊
野
山
伏
を
直
接
支
配
下
に
置
い
た
こ
と
に
は
な
ら

な
か
っ
た
。

こ
れ
よ
り
二
年
後
の
享
徳
元
（
一
四
五
一
一
）
年
に
、
関
東
八
ヵ
国
の
修
験

に
次
の
廻
状
が
廻
さ
れ
た
。

就
諸
関
破
却
、
鎌
倉
自
月
輪
院
、
両
度
状
お
御
下
候
、
八
ヶ
国
相
触
、
其

期
之
年
行
事
急
鎌
倉
江
可
上
由
、
三
山
同
心
状
お
給
候
、
今
月
廿
八
日
、

於
鎌
倉
八
幡
宮
可
有
御
衆
会
侯
、
奉
行
頭
人
申
子
細
侯
、
其
方
相
触
候

而
、
可
有
御
立
候
、
此
際
之
御
祈
祷
事
老
年
行
事
計
候
て
も
申
上
候
へ

共
、
今
度
者
関
破
却
之
衆
会
に
候
之
間
、
富
士
・
二
所
・
熊
野
先
達
不
限

山
臥
聖
道
、
神
職
等
可
被
登
侯
、
於
小
田
原
手
札
お
致
披
見
、
不
参
之
輩

（
下
野
芳
賀
郡
）

者
可
停
止
道
、
如
一
別
々
中
村
・
大
内
・
田
野
（
熟
年
・
高
橋
・
祖
母
丼
・

市
塙
・
与
能
・
水
沼
・
高
根
沢
、
其
外
山
方
分
無
村
此
廻
文
可
有
御
付

候
、
伍
如
件
、

享
徳
元
年
十
月
四
日

大
先
達
法
印
宗
俊
（
花
押
）

（
９
）

一

一

五
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Ⅱ
ｕ
寺
、
Ⅱ

諸
社
寺
参
詣
の
障
害
と
な
る
諸
関
破
却
の
た
め
の
衆
会
を
、
鎌
倉
八
幡
宮

に
お
い
て
行
う
旨
、
諸
先
達
・
聖
道
・
神
職
も
含
め
て
、
そ
の
通
達
方
を
依

頼
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
関
東
八
ヵ
国
を
一
ブ
ロ
ッ
ク
と
し

（
ｕ
）

て
、
鎌
倉
月
輪
院
ｌ
↓
大
先
達
宗
俊
Ｉ
↓
年
行
事
ｌ
↓
平
山
伏
と
い
う
伝
達

ル
ー
ト
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
、
問
題
が
諸
国
山
伏
に
関
連
す

る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
大
が
か
り
な
衆
会
を
催
す
と
き

に
は
、
あ
ら
か
じ
め
熊
野
三
山
の
同
意
を
得
る
こ
と
も
必
要
で
あ
っ
た
。
こ

の
下
野
国
芳
賀
郡
の
年
行
事
の
場
合
、
中
村
以
下
十
ヵ
村
の
受
持
ち
区
域

が
、
前
々
か
ら
定
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
「
其
期
之
年
行
事
」
と
ふ
え
、
当

時
の
年
行
事
は
年
ご
と
の
交
替
が
通
常
の
形
態
で
あ
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
て

い
て
、
ま
だ
後
の
「
年
行
事
職
」
の
ご
と
く
、
得
分
化
・
世
襲
化
し
た
役
職

で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。
地
方
ご
と
の
熊
野
山
伏
の
組
織
は
、
す
で

に
「
連
絡
融
通
し
あ
う
結
合
体
」
と
い
っ
た
あ
い
ま
い
な
段
階
に
は
な
く
、

よ
り
整
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
新
関
の
問
題
は
、
南
北
朝
・
室
町
初
期
か
ら
起
っ

て
い
た
。
『
紀
伊
続
風
土
記
』
永
和
二
（
一
一
一
一
七
六
）
年
一
一
月
十
五
日
付
の

「
熊
野
山
新
宮
神
官
、
本
宮
衆
徒
与
那
智
井
五
ヶ
村
人
々
定
置
契
約
条
々

事
」
お
よ
び
翌
三
年
と
思
わ
れ
る
年
不
詳
八
月
七
日
付
の
関
連
内
容
を
も
つ

文
書
に
よ
る
と
、
南
朝
方
取
締
り
の
た
め
、
湯
川
庄
司
は
牟
婁
・
日
高
両
郡

で
五
十
カ
所
に
及
ぶ
関
を
設
け
て
い
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
関
は
、
実
際
は

糧
物
の
押
収
な
ど
行
な
い
、
諸
国
山
伏
・
先
達
・
諸
旦
那
ら
熊
野
参
詣
者
の

煩
い
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
関
の
新
設
は
多
く
守
護
な
い
し
被
官
に
よ
る

も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
諸
国
の
山
伏
集
団
に
聖
護
院
直
属
の
意
識
が
あ
れ

法
政
史
学
第
三
十
二
号

ぱ
、
直
接
に
聖
門
を
通
し
て
幕
府
へ
、
そ
の
解
決
策
を
依
頼
し
た
で
あ
ろ

う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
衆
会
は
、
三
山
の
承
諾
を
得
て
行
な
わ
れ
た
。

関
東
八
ヵ
国
の
山
伏
衆
の
意
識
に
は
、
教
権
の
頂
点
に
聖
門
は
あ
っ
た
と
し

て
も
、
彼
ら
の
組
織
的
団
結
の
頂
点
に
は
、
未
だ
伝
統
的
に
熊
野
三
山
が
据

え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
宝
徳
二
年
新
熊
野
社
頭
に
結
集
し
た
山

伏
は
、
洛
中
お
よ
び
畿
内
の
山
伏
が
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
こ
れ
を

一
ブ
ロ
ッ
ク
と
し
た
連
絡
網
の
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
事
件
を
契
機
に
、
諸
国
の
熊
野
山
伏
ら
は
新
熊
野
を
仲
介
に
聖
護

院
の
権
威
を
利
用
し
、
彼
ら
と
聖
護
院
と
の
関
係
が
、
よ
り
直
接
的
な
方
向

へ
進
ん
で
い
っ
た
の
は
確
実
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
聖
護
院
側
で
は
、
こ
の
動
向
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
。
義
観
の
跡
を
継
い
だ
道
興
は
、
文
正
元
（
一
四
六
六
）
年
と
文
明
十

八
（
一
四
八
六
）
年
の
二
度
に
わ
た
り
、
諸
国
巡
礼
の
旅
に
出
か
け
て
い

る
。最
初
の
巡
礼
は
、
『
後
法
興
院
記
』
文
正
元
年
七
月
廿
二
日
の
条
仁

是
日
聖
護
院
巡
礼
也
、
早
且
実
相
院
・
宝
池
院
令
来
給
、
聖
護
院
巳
刻
被

過
家
門
之
西
門
之
前
、
室
町
、
為
其
見
物
各
令
来
給
也
、
先
令
参
講
堂
給

一
云
々
、

其
帰
路
室
町
也
、
歩
行
、
山
臥
四
五
十
人
京
中
打
送
、
坊
官
以
下
一
二
百

人
也
。

と
あ
る
も
の
で
、
続
い
て
巡
礼
に
予
定
さ
れ
て
い
る
畿
内
・
東
海
・
南
海
・

山
陰
・
山
陽
道
に
わ
た
る
二
○
ヵ
国
に
近
い
国
交
の
名
が
掲
げ
ら
れ
て
い

る
。
「
尋
尊
大
僧
正
記
」
翌
々
廿
四
日
の
条
に
は
、
「
聖
護
院
准
后
道
興
三

一一一ハ
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十
三
所
巡
礼
、
南
円
堂
御
参
」
と
ふ
え
、
九
番
札
所
興
福
寺
南
円
堂
に
総
勢

七
十
人
ば
か
り
で
立
寄
っ
て
お
り
、
こ
の
旅
の
主
な
目
的
は
西
国
三
十
三
所

巡
礼
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
南
北
朝
期
以
降
、
西
国
巡
礼
は
次
第
に
一
般

社
会
的
現
象
と
な
る
の
で
は
あ
る
が
、
苦
行
を
と
も
な
う
こ
の
巡
礼
の
修
行

的
性
格
は
な
お
濃
厚
で
、
そ
の
実
践
は
僧
侶
に
と
っ
て
あ
る
種
の
資
格
の
獲

（
Ⅱ
）

得
と
な
り
、
誇
る
べ
き
経
歴
の
ひ
と
つ
と
も
な
っ
た
。
道
興
の
熊
野
三
山
・

新
熊
野
検
校
と
し
て
の
意
気
込
糸
も
、
恐
ら
く
そ
の
点
に
置
か
れ
、
そ
れ
は

ま
た
熊
野
系
山
伏
の
教
権
の
頂
点
に
立
つ
も
の
と
し
て
の
自
覚
の
現
わ
れ
と

も
い
え
よ
う
。
し
か
し
予
定
さ
れ
て
い
た
諸
国
の
中
に
、
東
は
尾
張
、
，
西
は

安
芸
に
至
る
ま
で
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
、
単
に
西
国
巡
礼
の
ゑ
が
目
的
で

な
か
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
が
、
同
年
九
月
中
ぱ
に
は
、
応
仁
の
乱
前
夜

（
皿
）

の
騒
然
と
し
た
京
都
の
様
子
を
伝
え
聞
き
、
十
一
月
に
は
一
千
日
の
那
智
参

（
旧
）

寵
を
企
て
て
京
都
を
発
っ
て
い
る
か
ら
、
実
際
に
は
こ
の
廻
国
巡
礼
は
早
々

に
切
り
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
は
、
さ
し
た
る
成
果
は
な
か
っ
た
と
思
わ

れ
る
。

文
明
十
八
（
一
四
八
六
）
年
六
月
、
道
興
は
山
伏
装
束
に
身
を
か
た
め
、

（
ｕ
）

徒
歩
で
、
北
陸
・
関
東
・
東
北
諸
国
巡
歴
へ
と
、
再
び
京
都
を
発
つ
。
「
廻

国
雑
記
」
は
そ
の
記
録
で
あ
る
が
、
和
歌
や
漢
詩
の
書
留
あ
る
い
は
名
所
旧

蹟
の
そ
れ
に
主
力
が
注
が
れ
、
日
程
や
本
来
の
目
的
と
思
わ
れ
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
詳
細
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
関
東
で
の
逗
留
が
比

較
的
長
期
に
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
、
関
東
・
東
北
地
方
で
の
宿
所
に
熊
野
先

達
の
坊
が
多
く
あ
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
翌
年
五
月
の
道
興
の
帰
京

後
、
下
向
時
の
忠
節
に
対
す
る
褒
賞
と
し
て
修
学
者
御
免
に
准
ず
る
こ
と
を

（
咀
）

許
さ
れ
た
山
伏
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
の
巡
歴
の
目
的
に
、
関
東
。

聖
護
院
系
教
派
修
験
道
成
立
の
過
程
（
新
城
）

前
項
で
述
べ
た
弘
安
・
享
徳
の
例
に
ふ
ら
れ
る
よ
う
に
、
熊
野
系
山
伏
の

支
配
権
は
本
来
熊
野
三
山
に
属
し
て
い
た
。
し
か
し
、
諸
国
に
お
け
る
山
伏

の
結
合
体
が
次
第
に
明
確
な
組
織
形
態
を
と
り
は
じ
め
、
聖
門
と
の
関
係
を

深
め
る
先
達
の
増
加
す
る
中
で
、
三
山
・
聖
門
そ
れ
ぞ
れ
の
権
威
に
依
拠
す

東
北
地
方
の
聖
門
支
配
下
の
有
力
先
達
と
の
髄
溌
の
接
触
お
よ
び
そ
の
効
力

が
目
論
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
推
測
に
難
く
な
い
。
修
行
に
重
点
の
置
か
れ
た

簸
初
の
巡
礼
と
、
そ
の
点
で
相
違
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

応
仁
の
乱
の
継
続
す
る
間
の
、
聖
護
院
門
跡
の
動
向
は
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら

な
い
。
し
か
し
、
乱
の
ほ
ぼ
終
結
し
た
文
明
九
年
頃
か
ら
、
諸
国
山
伏
直
接

支
配
の
方
針
が
打
ち
出
さ
れ
、
急
速
に
推
進
さ
れ
た
感
が
深
い
。
先
達
職
・

年
行
事
職
補
任
等
の
聖
護
院
側
か
ら
発
給
さ
れ
た
文
書
は
、
管
見
の
限
り
で

は
あ
る
が
、
文
明
の
十
年
を
境
に
、
そ
れ
以
前
の
十
五
年
ほ
ど
の
間
ほ
と
ん

ど
ふ
ら
れ
ず
、
以
後
急
激
に
増
加
し
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
、
こ
と
に
関
東

（
Ⅳ
）

に
お
い
て
著
し
い
も
の
が
あ
る
。
後
に
述
べ
る
が
、
陸
奥
白
河
で
寛
正
以
前

か
ら
継
続
し
て
い
た
先
達
間
の
旦
那
職
を
め
ぐ
る
相
論
を
、
一
方
の
先
達
を

「
当
道
破
却
」
す
る
と
い
っ
た
強
硬
な
手
段
を
以
っ
て
解
決
し
よ
う
と
し
た

の
も
、
同
じ
く
こ
の
頃
か
ら
で
あ
っ
た
。
聖
護
院
門
跡
Ⅱ
熊
野
三
山
検
校
と

し
て
、
諸
国
散
在
の
熊
野
先
達
に
対
す
る
姿
勢
の
変
化
は
、
こ
の
前
後
二
○

年
ほ
ど
の
間
に
あ
っ
た
と
ふ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
応
仁
の
乱
前
後
に
か
け
て
争
わ
れ
た
奥
州
白
川
・
石
川
の
両
先

達
間
の
相
論
の
推
移
に
よ
っ
て
、
こ
の
変
化
を
、
三
山
と
聖
護
院
と
の
関
係

を
象
な
が
ら
、
今
少
し
具
体
的
に
検
討
し
て
ゑ
た
い
。

一
一
一
熊
野
三
山
勢
力
の
衰
退
と
聖
護
院
門
跡

一

一

七
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る
先
達
も
生
じ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
熊
野
系
山
伏
の
中
に
三
山
系
山
伏
と

聖
門
直
属
山
伏
と
で
も
い
え
る
両
者
の
対
立
が
見
ら
れ
、
こ
れ
は
ま
た
、
と

り
も
な
お
さ
ず
三
山
と
聖
門
の
山
伏
支
配
権
を
め
ぐ
る
対
立
で
も
あ
っ
た
。

寛
正
三
（
一
四
六
一
一
）
年
、
奥
州
白
川
八
槻
別
当
と
石
川
庄
竹
賃
別
当
と

の
旦
那
職
を
め
ぐ
っ
て
の
相
論
に
対
し
、
本
官
衆
徒
ら
連
署
の
次
の
ご
と
き

下
知
状
が
出
さ
れ
た
。

ヤ
ヅ
キ
タ
カ
ヌ
キ

奥
州
別
当
与
、
別
当
与
、
先
達
職
相
論
事

ヤ
ッ
キ

右
就
彼
旦
那
、
別
当
被
申
侯
次
第
者
、
白
川
殿
依
為
先
達
職
、
石
川
〈
白

タ
カ
メ
キ

川
殿
為
御
配
領
間
、
可
申
引
導
由
、
難
被
申
候
、
別
当
石
川
先
達
職
於
任

普
代
所
持
旨
、
依
為
大
法
、
令
下
知
上
者
、
猶
後
日
不
可
違
乱
、
下
知
状

「
如
件
、

寛
正
二
王
午
年
九
月
廿
四
日

本
宮
衆
徒公
文
所
道
繁
（
花
押
）

権
在
庁
則
実
（
花
押
）

在
庁
所
光
能
（
花
押
）

三
昧
別
当
道
玉
（
花
押
）
権
政
所
良
則
（
花
押
）

正
政
所
長
久
（
花
押
）

（
岨
）

物
心
検
校
常
全
（
花
押
）
検
校
代
之
賢
（
花
押
）

こ
れ
よ
り
前
に
、
石
川
一
族
の
赤
坂
・
大
寺
・
小
高
の
三
氏
が
結
城
白
川

氏
の
家
中
に
入
っ
た
。
そ
の
先
達
職
に
つ
い
て
の
相
論
で
、
八
槻
別
当
の
陳

述
は
「
八
槻
は
白
川
殿
家
中
お
よ
び
地
下
の
先
達
職
を
所
有
し
て
い
る
。
従

っ
て
白
川
殿
拝
領
の
石
川
庄
内
の
先
達
職
も
八
槻
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う

の
で
あ
っ
た
が
、
熊
野
側
は
こ
の
主
張
を
退
け
、
石
川
一
族
の
先
達
に
は
石

法
政
史
学
第
三
十
一
一
号

川
別
当
が
引
続
き
当
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

「
八
槻
別
当
」
と
は
、
奥
州
八
槻
近
津
社
の
別
当
で
、
明
徳
年
中
（
一
三

九
○
’
四
）
二
階
堂
信
濃
方
の
末
葉
左
衛
門
大
夫
高
盛
と
い
う
人
物
が
、
駒

石
侍
従
阿
闇
梨
良
源
か
ら
修
験
職
分
を
譲
り
受
け
、
以
後
白
川
地
方
の
先
達

（
⑱
）

職
を
掌
握
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
八
槻
別
当
に
宛
て

ら
れ
た
熊
野
先
達
職
に
関
す
る
聖
議
院
門
跡
の
御
教
書
の
う
ち
も
っ
と
も
早

い
も
の
が
、
「
八
槻
文
書
」
中
の

奥
州
白
河
一
家
同
家
風
地
下
人
等
、
熊
野
井
二
所
参
詣
先
達
職
之
事
、
任

相
統
之
旨
、
引
導
不
可
有
相
違
由
、
乗
々
院
大
僧
都
御
房
御
奉
行
所
候

也
、
価
執
達
如
件

応
永
廿
五
年
八
月
十
二
日

権
律
師
慶
鎮

小
納
言
阿
闇
梨
御
房

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
同
じ
く
「
八
槻
文
書
」
に
収
め
ら
れ
て

い
る
、
こ
れ
に
二
五
年
先
立
つ
明
徳
四
（
一
一
一
一
九
一
一
一
）
年
、
筥
根
山
衆
徒
連

署
の
先
達
職
安
堵
状
に
は

（
端
野
『
書
）

「
は
こ
れ
く
ま
の
」

檀
那
引
導
先
達
職
事

右
、
二
所
熊
野
、
几
不
可
改
旧
規
、
可
随
理
運
者
也
、
手
継
証
文
明
鏡
之

間
、
不
可
有
相
続
子
細
者
也
、
佃
為
後
日
支
証
之
状
如
件

明
徳
四
年
発
酉
十
一
月
十
六
日

筥
根
山
衆
徒

法
印
盛
弁
（
花
押
）

法
印
定
信
（
花
押
）

法
印
隆
恵
（
花
押
）

一

一

八
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と
あ
る
。
こ
れ
は
前
に
あ
げ
た
良
源
の
譲
渡
が
そ
の
前
年
の
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
先
達
職
相
続
の
安
堵
状
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
注
目
し
た
い
の
は

第
一
に
、
箱
根
山
衆
徒
の
連
署
で
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
「
二
所
熊

野
」
と
ふ
え
、
聖
門
の
御
教
書
に
「
熊
野
井
二
所
」
と
あ
る
の
と
順
序
が
逆

で
あ
る
こ
と
、
同
様
に
「
八
槻
文
書
」
中
の
こ
れ
よ
り
以
前
の
先
達
職
に
関

す
る
文
書
で
は
、
す
べ
て
伊
豆
・
箱
根
二
所
が
ま
ず
記
さ
れ
、
こ
れ
ら
先
達

（
釦
）

の
主
た
る
引
導
先
が
本
来
伊
豆
・
箱
根
山
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
つ

ま
り
、
八
槻
別
当
が
熊
野
先
達
と
い
う
内
容
を
も
つ
先
達
職
を
掌
握
し
た
の

は
、
明
確
に
は
応
永
二
五
（
一
四
一
八
）
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
旦
那
は

「
結
城
白
川
氏
一
族
・
家
中
お
よ
び
所
領
内
地
下
人
」
を
含
糸
、
白
川
氏
の

勢
力
に
よ
っ
て
浮
動
す
る
可
能
性
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
当
時
の
白
川

氏
は
満
朝
か
ら
氏
朝
へ
と
移
り
、
南
奥
州
か
ら
北
関
東
に
か
け
て
勢
威
伸
長

の
時
期
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
所
領
範
囲
の
拡
大
上
に
、
石
川
一
族

の
内
赤
坂
以
下
三
氏
が
白
川
氏
の
放
下
に
入
る
と
い
う
事
実
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
。一
方
、
竹
貫
別
当
と
は
、
白
川
氏
の
所
領
西
白
川
、
東
白
川
の
北
東
に
隣

接
す
る
石
川
庄
の
青
竜
寺
別
当
八
大
院
の
こ
と
で
、
石
川
別
当
と
も
い
っ

た
。
青
竜
寺
は
「
石
川
文
書
」
に
、

属
一
族
総
領
之
事
、
相
催
軍
勢
、
発
向
野
州
、
可
抽
忠
勤
、
依
戦
功
可
右

恩
賞
之
状
如
件

（
足
利
直
義
）

建
武
二
年
三
月
五
日

源
朝
臣
在
判

（
識
捕
）

石
川
中
務
少
輔
殿

先
達
青
竜
寺

一
族
中

聖
護
院
系
教
派
修
験
道
成
立
の
過
程
（
新
城
）

と
ゑ
え
、
「
石
川
系
図
」
に
詮
持
の
叔
父
に
あ
た
る
義
尊
は
「
称
民
部
、
後

（
皿
）

称
源
光
山
一
目
竜
寺
八
大
院
、
任
権
大
僧
都
法
印
」
と
あ
っ
て
、
八
大
院
石
川

別
当
は
石
川
氏
一
族
で
あ
り
、
一
族
の
先
達
職
も
す
で
に
南
北
朝
期
以
前
か

（
皿
）

ら
所
有
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

寛
正
の
相
論
に
お
け
る
八
槻
別
当
と
石
川
別
当
の
背
景
に
は
、
以
上
の
よ

う
に
熊
野
先
達
と
し
て
依
拠
す
る
教
権
、
二
族
」
と
．
族
中
な
ら
び
に

地
下
」
と
い
う
旦
那
掌
握
形
態
の
新
旧
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
大
旦
那
の
勢

力
の
進
退
な
ど
の
相
違
が
ふ
ら
れ
、
客
観
的
に
は
八
槻
が
よ
り
有
利
な
立
場

に
あ
っ
た
。
し
か
し
石
川
別
当
か
ら
熊
野
三
山
に
持
ち
込
ま
れ
た
こ
の
訴
訟

は
、
三
山
衆
徒
に
よ
っ
て
訴
人
の
勝
訴
と
さ
れ
た
。
熊
野
先
達
に
関
わ
る
裁

判
権
は
、
熊
野
・
石
川
別
当
ら
に
は
、
伝
統
的
に
三
山
に
あ
る
と
認
識
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
石
川
別
当
関
係
の
文
書
に
、
こ
の
相
論
が
一
応
の
落
着

を
み
る
明
応
八
年
ま
で
、
聖
門
発
給
文
書
の
見
当
ら
な
い
の
は
、
石
川
別
当

が
伝
統
的
な
形
態
を
も
っ
た
先
達
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
の
相
論
は
こ
こ
で
落
着
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。

こ
の
間
、
応
仁
の
乱
を
経
て
、
文
明
九
二
四
七
七
）
年
九
月
、
「
白
河

（
躯
）

一
家
同
家
風
地
下
人
等
」
先
達
職
相
続
の
御
教
書
を
受
取
っ
た
八
槻
別
当
小

（
型
）

納
言
公
は
、
翌
十
年
総
勢
二
百
人
に
上
る
人
数
で
上
洛
、
あ
わ
せ
て
熊
野
詣

も
行
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
聖
護
院
と
の
接
触
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

文
明
十
六
年
九
月
、
寛
正
三
年
の
熊
野
三
山
の
裁
決
を
逆
転
さ
せ
る
御
教
書

が
下
っ
た
。

奥
州
石
河
一
家
之
内
、
赤
坂
・
大
寺
・
小
高
両
三
人
之
事
、
近
年
成
白
川

之
一
姓
、
既
改
氏
、
被
替
家
之
文
等
之
上
儲
｝
熊
野
参
詣
先
達
職
之
事
、

以
白
河
一
家
之
旨
、
知
行
不
可
有
相
違
之
由
（
下
略
）■■■■■■■

一

九
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続
い
て
一
月
後
の
御
教
書
に
、

（
八
槻
）

今
度
赤
坂
方
熊
野
参
詣
先
達
職
事
、
被
仰
付
良
賢
処
、
竹
貫
別
当
背
御
成

敗
、
於
三
山
相
語
衆
徒
、
令
違
乱
之
条
、
言
語
道
断
奇
佐
之
次
第
也
、
所

詮
、
於
竹
賞
別
当
明
賢
者
、
被
破
却
当
道
詑
、
然
間
彼
知
行
檀
那
等
、
為

（
マ
マ
）

御
公
物
被
仰
付
行
者
講
衆
中
者
也
、
今
度
於
脱
物
上
分
者
、
随
見
合
可
押

取
之
由
乗
を
院
法
印
御
一
厨
被
仰
出
処
也
、
価
執
達
如
件
、

文
明
十
六

十
月
二
日

慶
乗
（
花
押
）

快
継
（
花
押
）（
妬
）

八
槻
別
当
御
一
房

と
、
今
度
も
三
山
衆
徒
を
頼
み
に
し
た
石
川
別
当
明
賢
が
修
験
者
の
身
分
か

ら
追
放
さ
れ
、
そ
の
税
物
上
分
が
没
収
さ
れ
た
こ
と
が
ふ
え
る
。
今
や
三
山

の
社
僧
・
神
官
が
個
々
に
は
守
護
の
被
官
化
し
、
全
体
と
し
て
は
教
権
お
よ

び
そ
れ
に
直
接
付
随
す
る
俗
権
も
聖
護
院
に
ほ
ぼ
掌
握
さ
れ
て
い
た
事
態

に
、
石
川
別
当
は
気
付
か
ず
、
依
然
と
し
て
三
山
の
権
威
を
信
頼
し
て
い
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
明
贋
は
こ
の
年
二
五
才
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
事
件

の
直
後
、
真
宗
大
綱
の
如
慶
の
知
己
を
得
て
帰
依
、
そ
の
女
婿
と
な
り
、
天

（
〃
）

文
十
八
年
九
○
才
で
没
し
て
い
る
。
信
仰
に
生
き
、
本
来
政
治
的
駆
引
に
は

無
縁
の
人
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

明
賢
の
跡
を
継
い
だ
石
川
別
当
了
印
は
、
先
達
職
を
失
い
、
以
後
旦
那
の

引
導
は
し
な
い
と
申
入
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、
な
お
石
川
一
族
の
熊
野
詣
の
引

（
犯
）

導
を
続
け
、
旦
那
・
上
分
等
を
召
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
文
書
に
よ

る
と
、
当
時
先
達
職
分
と
ふ
ら
れ
る
聖
門
へ
の
上
分
は
、
熊
野
参
詣
の
都
度

（
羽
）

の
上
洛
御
礼
と
、
旦
那
場
に
年
ご
と
に
付
課
さ
れ
る
二
種
が
あ
っ
た
。
石
川

法
政
史
学
第
一
一
一
十
二
号

別
当
は
、
結
果
的
に
そ
れ
ら
の
上
納
を
拒
否
し
た
こ
と
に
な
り
、
つ
い
に
そ

の
旦
那
は
欠
所
と
し
て
、
代
官
に
八
槻
別
当
が
当
て
ら
れ
た
。

と
こ
ろ
が
、
旦
那
で
あ
る
石
川
氏
が
こ
の
処
置
に
納
得
し
な
か
っ
た
。
一

族
傘
連
判
の
同
心
状
を
三
山
宿
坊
に
宛
て
て
出
し
た
の
で
あ
る
。

（
前
略
）
抑
白
川
之
先
達
八
槻
別
当
企
無
理
之
相
論
、
当
庄
之
先
達
於
京

都
被
失
生
涯
候
、
甚
以
遺
恨
之
次
第
也
、
無
先
達
者
、
一
門
家
風
拝

一
一
一
御
山
事
不
可
有
之
、
是
偏
歎
存
候
、
三
山
之
衆
徒
様
以
御
談
合
速
聖
譲

院
様
江
被
達
上
間
民
部
僧
都
遺
跡
被
成
下
御
判
候
者
、
可
畏
入
候
（
中

略
）八
月
四
日

前
駿
河
守
成
光
在
判

綴
齢

白
髪
光
忠
征
判

鞠
繊

識
上
一
一
一
山
宿
坊
御
中

（
幽
轡
）

「
明
応
六
年
三
月
廿
一
日

慶
俊
（
花
押
）

慶
乗
（
花
鞠
」

こ
こ
で
石
川
氏
は
、
聖
護
院
へ
の
仲
介
を
宿
坊
に
依
頼
し
て
い
る
。
こ
れ

よ
り
以
前
、
『
紀
伊
続
風
土
記
』
所
収
の
新
宮
衆
徒
中
に
宛
て
た
明
応
二

膝

謨
邑

○
Np

判

○宮
内
親
光
在
判

赤
坂
政
光
在
判

蒜
生
政
広
在
判
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応
仁
の
乱
終
結
後
の
、
以
上
の
ご
と
き
聖
護
院
門
跡
道
興
の
積
極
的
な
姿

勢
の
背
景
に
は
、
京
都
の
荒
廃
・
幕
府
権
力
の
失
墜
、
荘
園
制
崩
壊
の
促
進

な
ど
当
時
の
社
会
的
変
動
に
よ
っ
て
余
儀
な
く
さ
れ
た
一
面
も
あ
っ
た
こ
と

は
勿
論
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
時
に
、
よ
り
直
接
的
な
契
機

と
し
て
次
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
後
法
興
院
記
』
に
道
興
に
関
す
る
記
事
が
し
ば
し
ば
詳
細
に
記
さ
れ
て

い
る
の
は
、
道
輿
と
著
者
近
衛
政
家
が
兄
弟
で
あ
っ
た
か
ら
に
外
な
ら
な
か

っ
た
。
政
家
の
関
白
就
任
は
文
明
十
一
（
一
四
七
七
）
年
二
月
末
の
こ
と
で

（
犯
）

あ
り
、
こ
の
年
の
十
一
月
、
道
興
は
十
年
振
り
に
政
家
を
訪
れ
て
い
る
。
そ

（
一
四
九
三
）
年
と
推
定
さ
れ
る
六
月
十
六
日
付
の
河
内
守
護
畠
山
義
豊
の

書
状
に
、
「
尚
順
事
、
既
被
補
朝
敵
、
被
加
御
対
治
候
旨
、
御
下
知
井
御
奉

書
、
目
聖
護
院
可
被
仰
候
、
然
早
今
進
発
（
下
略
）
」
と
、
聖
護
院
の
下
知

に
よ
っ
て
衆
徒
の
動
員
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
事
実
が
、
周
辺
諸
国
の

守
護
ら
に
も
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
三
山
が
確
実
に
聖
門
の
支

配
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
ま
た
石
川
氏
が
衆
徒
を
退
け
て
宿

坊
（
御
師
）
へ
仲
介
を
依
頼
し
た
の
は
、
参
詣
者
に
と
っ
て
熊
野
に
お
け
る

直
接
の
関
係
者
が
御
師
で
あ
っ
た
こ
と
以
外
に
も
、
公
家
・
武
家
の
御
師
を

勤
め
、
宿
坊
を
経
営
し
て
経
済
的
に
も
優
位
に
立
っ
た
有
力
御
師
が
、
三
山

の
実
権
を
掌
握
し
て
い
る
と
承
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う

か
。
こ
う
し
て
明
応
八
二
四
九
九
）
年
、
石
川
竹
貫
別
当
は
、
聖
門
か
ら

改
め
て
石
川
六
六
郷
の
先
達
職
を
仰
付
ら
れ
、
そ
の
支
配
下
に
入
る
こ
と
に

（
別
）

な
っ
た
。

聖
護
院
系
教
派
修
験
道
成
立
の
過
程
（
新
城
）

四
む
す
び

れ
は
恐
ら
く
応
永
二
（
一
四
六
八
）
年
八
月
末
、
義
政
の
使
者
と
し
て
、
前
年

か
ら
北
畠
氏
を
頼
っ
て
伊
勢
に
脱
出
し
て
い
た
義
視
を
召
還
し
て
の
帰
途
、

政
家
を
訪
れ
て
以
来
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
こ
の
時
か
ら
再
び
政
家
・
義
政

（
鋤
）

ら
公
武
と
の
親
交
が
始
ま
っ
て
い
る
。

す
で
に
幕
府
の
実
権
を
富
子
・
義
尚
に
掌
握
さ
れ
て
い
た
義
政
と
政
家
ら

人
脈
と
の
連
が
り
に
、
京
都
を
中
心
と
し
た
政
治
世
界
に
お
い
て
、
ど
れ
ほ

ど
の
効
果
を
期
待
し
得
た
か
は
疑
問
で
あ
り
、
実
質
的
な
意
義
は
ほ
と
ん
ど

も
ち
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
関
東
・
東
北
地
方
の
身
分
の
低
い

熊
野
先
達
ら
に
と
っ
て
、
三
山
の
権
威
失
墜
に
比
例
し
、
前
将
軍
や
関
白
殿

下
と
い
う
権
威
の
も
つ
形
式
的
意
義
に
は
大
き
な
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
道
興
の
三
山
検
校
と
し
て
の
自
覚
と
行
動
は
、
政
家
の
関
白
就

任
に
期
を
同
じ
く
し
て
活
溌
と
な
り
、
以
後
実
質
的
に
諸
国
山
伏
の
頂
点
に

立
つ
こ
と
を
完
成
さ
せ
た
。

「
尋
尊
大
僧
正
記
」
明
応
元
（
一
四
九
二
）
年
八
月
一
一
十
三
日
条
に
、
紀

州
根
比
山
は
「
別
当
三
宝
院
末
也
（
中
略
）
然
而
山
伏
共
聖
護
院
下
方
也
」

と
ゑ
え
る
の
は
、
い
ま
や
単
な
る
山
伏
の
集
合
体
で
は
な
く
、
「
聖
護
院
支

配
下
の
山
伏
」
の
組
織
体
、
す
な
わ
ち
聖
護
院
中
心
教
派
の
成
立
が
認
め
ら

れ
よ
う
。
十
五
世
紀
中
葉
す
で
に
関
東
八
ヵ
国
で
成
立
し
て
い
た
ご
と
き
先

達
の
組
織
は
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
、
聖
護
院
門
跡
の
統
宰
を
受
け
る
形
を
成
す

に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

（
注
）

（
１
）
五
来
重
「
熊
野
詣
」
（
『
吉
野
・
熊
野
偏
仰
の
研
究
』
山
脇
宗
教
史

研
究
叢
書
４
）
一
一
二
五
ペ
ー
ジ
。

（
２
）
和
歌
森
太
郎
氏
は
『
修
験
道
史
研
究
』
二
○
○
ペ
ー
ジ
の
注
に
、
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法
政
史
学
第
三
十
二
号

『
康
富
記
』
宝
徳
元
年
十
月
三
日
の
条
に
「
新
熊
野
可
建
立
護
摩

堂
之
由
社
家
申
請
捧
歓
状
、
且
自
聖
護
院
被
執
申
之
」
と
み
え
る

こ
と
か
ら
、
護
摩
堂
の
建
立
の
申
請
が
「
社
家
と
聖
護
院
の
二
方

か
ら
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
常
住
方
（
社
僧
）
・
山
伏

方
（
客
僧
）
を
代
表
す
る
意
味
か
ら
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
お
ら

れ
る
。
ま
た
、
「
若
王
子
神
社
文
書
」
お
よ
び
「
熊
野
贈
状
之
留
」

Ｓ
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
貴
重
書
解
題
』
第
六
巻
古
文
書
部
第

二
）
所
収
の
文
書
に
は
、
応
永
十
年
か
ら
の
聖
門
に
よ
る
一
一
一
山
執

行
職
以
下
の
補
任
状
が
見
ら
れ
、
聖
門
の
三
山
支
配
は
形
式
的
に

は
定
着
し
て
い
る
。

和
歌
森
『
前
掲
書
』
第
三
章
第
一
節
一

村
山
修
一
『
山
伏
の
歴
史
』
九
、
天
台
の
修
験
と
真
言
の
修
験

『
実
隆
公
記
』
永
正
七
年
十
二
月
十
四
日
の
条
に
、
円
満
院
に
熊

野
検
校
職
の
宣
下
が
あ
っ
た
と
ぎ
、
「
熊
野
三
山
検
校
事
、
聖
護

院
近
代
相
続
之
体
」
で
は
あ
る
が
、
円
満
院
は
と
く
に
「
聖
護
院

翻
襟
之
仁
」
で
あ
る
か
ら
「
非
沙
汰
之
限
」
と
糸
え
る
。

和
歌
森
『
前
掲
書
』
第
三
章
。
な
お
村
山
修
一
氏
は
、
和
歌
森
氏

は
「
結
合
体
的
融
通
」
を
も
っ
た
と
さ
れ
る
宝
徳
期
を
、
本
山
派

修
験
道
の
形
成
時
点
と
み
て
お
ら
れ
る
。

『
成
賞
堂
文
庫
文
書
』
第
百
廿
九

宮
家
準
「
高
知
県
の
修
験
道
」
角
大
山
・
石
槌
と
西
国
修
験
道
』

山
岳
宗
教
史
研
究
叢
書
、
）
三
九
六
・
七
ペ
ー
ジ
。

和
歌
森
『
前
掲
書
』
一
九
九
ペ
ー
ジ
。

「
小
野
寺
文
書
」
ｓ
栃
木
県
史
』
中
世
一
芳
賀
地
区
真
岡
市
）

月
輪
院
は
、
「
鎌
倉
横
勝
考
巻
之
七
」
月
輪
寺
廃
跡
の
項
に
、

「
成
氏
朝
臣
の
護
持
僧
寺
」
と
設
え
、
「
鎌
倉
年
中
行
事
」
に
は
、

公
方
護
持
僧
五
人
の
う
ち
に
月
輪
院
の
名
が
ふ
え
る
。
従
っ
て
宝

徳
二
年
当
時
、
鎌
倉
公
方
足
利
成
氏
の
護
持
僧
で
あ
っ
た
と
恩
わ

（
ｕ
）
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（
咽
）

れ
、
修
験
中
の
地
位
は
わ
か
ら
な
い
が
、
「
長
命
寺
文
書
」
ｓ
新

編
武
州
古
文
書
上
』
所
収
）
慶
長
二
年
十
月
十
一
日
付
の
聖
護

院
門
跡
御
教
書
に
、
「
月
輪
院
逆
意
之
靭
」
と
あ
っ
て
、
数
年
前

ま
で
関
東
修
験
の
有
力
者
の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
天

文
・
永
禄
頃
か
ら
、
北
条
氏
と
密
接
な
関
係
を
も
ち
は
じ
め
る
小

田
原
玉
竜
坊
の
名
が
、
武
蔵
不
動
院
と
と
も
に
関
東
八
カ
国
上
位

の
修
験
と
し
て
、
諸
先
達
へ
の
通
達
お
よ
び
相
論
の
調
停
の
際
に

頻
出
し
て
く
る
の
が
天
正
十
九
年
か
ら
で
、
お
そ
ら
く
月
輪
院
の

「
逆
意
」
と
は
天
正
十
八
年
後
北
条
氏
の
滅
亡
と
関
連
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
思
う
。

新
城
常
一
一
一
『
社
寺
参
詣
の
社
会
経
済
史
的
研
究
』
第
一
一
一
章
第
三
節

で
、
応
仁
二
年
熊
野
社
に
奉
納
し
た
道
興
の
経
巻
の
奥
書
「
一
一
一
井

門
人
園
城
寺
前
長
吏
熊
野
三
山
新
熊
野
検
校
八
千
数
度
行
人
、
大

（
マ
マ
）

峯
科
徴
、
観
立
口
外
所
巡
礼
、
当
滝
奉
仕
一
千
日
」
と
結
ば
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
大
峯
料
撒
等
と
の
併
挙
に
よ
る
西
国
巡
礼
の
修
行

的
性
格
の
濃
い
こ
と
を
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
奥
書
に
よ
る

と
、
那
智
参
篭
の
前
に
、
西
国
巡
礼
を
行
っ
た
こ
と
が
明
確
に
意

識
さ
れ
て
い
る
。

『
後
法
興
院
記
』
文
正
元
年
九
月
十
七
日
条

『
右
同
』
同
年
十
一
月
二
日
、
同
八
日
条

『
右
同
』
・
『
御
湯
殿
上
日
記
』
文
明
十
八
年
六
月
六
日
条

「
十
王
院
所
蔵
文
書
」
ｓ
新
編
武
州
古
文
書
上
』
所
収
）
お
よ
び

富
士
見
市
文
化
財
保
存
会
編
『
十
王
院
関
係
文
書
』
解
説
に
記
載

さ
れ
て
い
る
年
不
詳
七
月
廿
六
日
付
聖
護
院
門
跡
御
教
書

「
廻
国
雑
記
」
弓
群
書
類
従
』
紀
行
部
）
に
よ
る
と
、
陸
奥
国
に

入
っ
て
か
ら
の
順
路
は
白
河
八
槻
に
田
村
と
続
き
、
石
川
が
抜
け

て
い
る
。
こ
の
日
記
に
は
道
順
や
立
寄
り
先
が
正
確
に
は
記
さ
れ

て
い
な
い
か
ら
、
石
川
の
脱
落
は
偶
然
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
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聖
護
院
系
教
派
修
験
道
成
立
の
過
程
（
新
城
）

し
、
当
時
な
お
八
槻
別
当
と
石
川
別
当
と
の
旦
那
を
め
ぐ
る
相
論

は
継
続
中
で
八
槻
方
に
肩
入
れ
を
し
て
い
た
聖
門
は
石
川
へ
は

立
寄
れ
な
い
事
情
に
あ
っ
た
と
推
察
で
き
る
。
従
っ
て
、
こ
の
廻

国
に
お
い
て
遊
興
准
后
と
接
触
の
あ
っ
た
修
験
者
は
、
す
で
に
聖

門
支
配
下
に
あ
っ
た
か
、
ま
た
は
そ
の
可
能
性
の
高
い
先
達
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
よ
う
。

『
新
編
武
州
古
文
書
』
所
収
の
修
験
関
係
文
書
の
中
で
は
、
大
塚

十
王
坊
宛
文
明
十
二
年
七
月
二
七
日
付
の
奉
書
が
初
見
で
あ
る
。

注
（
３
）
参
照
。

「
石
川
頼
賢
文
書
」
（
『
編
島
県
史
』
７
。
『
棚
倉
町
史
』
二
）
「
米

良
文
書
」
三
’
九
九
○

藤
田
定
興
「
八
講
山
信
仰
と
近
津
修
験
」
（
山
岳
宗
教
史
研
究
鍍

書
８
『
日
光
山
と
関
東
の
修
験
』
所
収
）

推
測
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
の
点
か
ら
、
本
来
社
寺
参
詣
に
お
け
る

先
達
職
の
補
任
は
、
熊
野
御
師
と
先
達
の
契
約
の
ご
と
く
、
各
社

寺
と
先
達
山
伏
の
間
で
交
さ
れ
た
契
約
に
端
を
発
し
た
し
の
で
は

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
石
川
文
書
」
・
「
石
川
系
図
」
ｓ
福
島
県
史
』
７
）

『
福
島
県
史
』
（
通
史
編
古
代
・
中
世
）
の
「
中
世
の
修
験
道
」
に

は
、
「
大
善
院
は
白
川
別
当
と
い
っ
て
、
古
く
は
白
河
・
石
川
を

ふ
く
め
た
霞
を
所
有
し
て
い
た
が
、
後
に
石
川
先
達
大
蔵
院
が
分

離
し
、
石
川
か
ら
竹
枇
別
当
八
大
坊
が
独
立
」
し
た
と
記
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
の
説
は
疑
問
で
あ
る
。

「
八
槻
文
謝
」
文
肌
九
年
九
月
六
日
付
聖
護
院
御
教
書

「
同
」
文
明
十
年
九
月
三
○
日
付
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
過
書

「
同
」
文
明
十
六
年
九
月
六
日
付
聖
護
院
門
跡
御
教
書

「
同
」
文
明
十
六
年
十
月
二
日
付
聖
護
院
門
跡
御
教
書

「
帰
願
寺
文
書
」
Ｒ
福
島
県
史
』
７
）
「
願
入
寺
歴
代
住
持
記
録
」

に
「
明
賢
、
号
聖
王
房
木
者
山
伏
也
、
文
明
十
六
年
如
慶
同
宿
（
下

略
と
と
ふ
え
、
こ
の
明
賢
が
石
川
別
当
明
賢
と
同
一
人
で
あ
る

こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。

（
邪
）
「
八
槻
文
書
」
延
徳
元
年
十
月
八
日
付
聖
護
院
奉
行
連
署
書
状
、

明
応
三
年
八
月
十
九
日
付
同
小
奉
行
慶
俊
書
状
、
同
四
年
八
月
一
一

八
日
付
御
教
書

（
”
）
「
同
」
文
明
十
六
年
十
月
六
日
付
法
橋
腰
儀
赤
坂
道
上
分
請
取
状

（
訓
）
「
同
」
年
未
詳
八
月
四
日
付
石
川
一
家
同
心
状
案
、
但
し
、
裏
書

明
応
六
年
の
日
付
と
、
明
応
四
年
欠
所
沙
汰
の
御
教
書
の
日
付
に

よ
っ
て
、
明
応
五
年
と
推
定
で
き
る
。

（
虹
）
「
石
川
頼
賢
文
書
」
Ｓ
福
島
県
史
』
７
）
明
応
八
年
九
月
十
六
日

付
聖
護
院
門
跡
御
教
書

（
鋤
）
『
後
法
興
院
記
』
文
明
十
一
年
十
一
月
七
日
条

（
粥
）
『
同
右
』
文
明
十
二
年
九
月
二
六
日
、
同
十
一
一
一
年
十
月
二
一
一
日
、

同
一
一
一
一
一
日
条
、
「
尋
尊
大
僧
正
記
」
文
明
十
一
一
年
九
月
一
一
七
日
、

『
親
長
卿
記
』
文
明
十
一
一
一
年
十
月
二
一
条

等
に
よ
る
と
、
義
政
は
、
聖
謹
院
焼
失
後
北
岩
倉
観
音
堂
に
仮
化

し
て
い
た
道
興
の
も
と
で
参
篭
を
行
な
い
、
出
家
も
遂
げ
て
い
る
。

ま
た
「
廻
国
雑
記
」
に
は
、
若
狭
・
越
後
で
武
田
・
上
杉
氏
等

守
護
に
宿
所
の
提
供
を
受
け
て
お
り
、
そ
れ
も
あ
ら
か
じ
め
の
連

絡
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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